
＜一般委託＞

令和６基準年度横須賀市航空写真撮影業務委託に基づく内容は、本仕様書の定めるところによる。

1 目　　的
本業務は、本市における固定資産税の課税客体を的確に把握するための総合的基礎資料として、ま
た横須賀市税務地図情報システムでの利用を目的として、航空写真画像データを整備することを目
的とする。

2 履行期間 契約締結日から令和６年３月31日

3 施行場所 横須賀市全域

4 業務内容 別紙特記仕様書のとおり

5 特記事項 別紙特記仕様書のとおり

6 関係法規 別紙特記仕様書のとおり

7 資格要件

(1)平成30年4月1日以降に、国、地方公共団体または特殊法人等が発注した航空機搭載型のライン
センサ型もしくはエリアセンサ型デジタル航空カメラにて航空写真撮影業務を行い、かつその画像
データ等を基にデジタル画像を作成する業務の契約を、元請として締結し完了した実績があること。
(2)主任技術者は、「測量士」の資格を有していること。
(3)照査技術者は、「空間情報総括監理技術者」の資格を有していること。
(4)下記すべての資格の認証・認定を受けていること。
　　「プライバシーマーク（JISQ15001）」
　　「情報セキュリティマネジメント ISMS（ISO/IEC27001）」
　　「ISO9001（品質マネジメントシステム）」

8 契約方法 総価による業務委託契約（一般委託）

9 支払方法 委託料の支払いは、業務完了後一括払いとする。

10 その他事項 この仕様書に定めのない事項及び疑義を生じた場合は、別途協議するものとする。

11
監　督　員
連　絡　先

税務部資産税課　岡田、原　046-822-8197

・この業務を施行するにあたって、仕様書でグリーン物品購入の指示がある場合は、横須賀市グリー
ン購入基本方針及び調達方針に基づく環境物品等を納入すること。また、仕様書で特に指示がない
場合で委託代金に物品等の購入経費が含まれている場合は、できるだけこの方針に基づく環境物品
等の調達をお願いします。
（上記方針については、本市のホームページ「よこすかのグリーン購入」参照）

・本市は、独自の環境マネジメントシステム（ＹＥＳ）により事務事業の環境負荷低減に努めているの
で、受託者においてもできる限り環境に配慮して業務を執行するようお願いします。

 

令和６基準年度横須賀市航空写真撮影業務委託（一般委託）仕様書
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令和６基準年度横須賀市航空写真撮影業務委託 特記仕様書 

 

 

第 一 章     総       則 

 

（適 用） 

第１条 本仕様書は、横須賀市（以下「甲」という。）が受託者（以下「乙」という。）に委託

する令和６基準年度横須賀市航空写真撮影業務委託（以下「本業務」という。）の履行

に関し、必要な事項を定めるものである。 

 

（目 的） 

第２条 本業務は、甲における固定資産税の課税客体を的確に把握するための総合的基礎資料と

して、また横須賀市税務地図情報システムでの利用を目的として、航空写真画像データ

を整備することを目的とする。 

    なお、撮影にあたっては、航空機搭載型のラインセンサ型もしくはエリアセンサ型デジ

タル航空カメラ（以下「デジタル航空カメラ」という。）を使用するものとし、その地

上画素寸法は 12ｃｍを標準とする。 

    取得画像データは公共測量作業規程に準じ、1/2,500 都市計画基本図及び共通地図の作

成及び修正可能な精度とし、公共測量での実績を有するカメラを使用するものとする。 

 

（関係法令） 

第３条 本業務の実施にあたっては、本仕様書によるほか、次の関係法令等に準拠して行うもの

とする。 

（１）航空法（昭和 27 年法律第 231 号） 

（２）測量法（昭和 24 年法律第 188 号） 

（３）横須賀市公共測量作業規程（平成 20 年 7月 22 日国国地発第 289 号） 

（４）契約規則（平成 19 年 3月 30 日規則第 22 号） 

   （５）環境基本条例（平成 8 年 3月 27 日条例第 26 号） 

   （６）個人情報保護に関する法律（平成 15 年法律第 57 号） 

（７）その他関係法令 

 

（資料管理） 

第４条 本業務において、甲より貸与される資料については、乙はその重要性を認識し、良識あ

る判断に基づき資料の破損、紛失、盗難等の事故がないように取り扱うものとする。 

なお、個人情報を含む資料やデータの授受は紛失防止のためハンドキャリーを行わず、

LGWAN データ交換サービス等を用いたセキュアなファイル交換方法を受託者にて用意し、

受け渡しを行うものとする。 

 

（情報の保護及び公的資格要件） 

第５条 乙は、適切かつ厳格な情報管理及び品質管理を行うため、関係法令、規則等を正しく遵



守するほか、情報セキュリティや個人情報保護等に関して、下記すべての公的資格につい

て認定もしくは認証を有し、機密保持に関する社内規程を設けていることを業務着手の条

件とする。 

     なお、乙は甲に対し下記公的資格を関連部署の全部門で取得していることを証明でき

る書類を提出し、承認を得ることをもって本業務に着手するものとする。 

    （１）プライバシーマーク（JISQ15001） 

    （２）情報セキュリティマネジメントシステム ISMS（ISO/IEC27001） 

    （３）ISO9001（品質マネジメントシステム） 

 

（作業計画及び作業の打合せ） 

第６条 本業務の実施にあたり、乙は次の書類を甲に提出し承認を得るものとする。 

    また、業務実施期間中においても、随時、乙は甲に作業の進捗状況を報告し、必要に応

じて甲に報告書を提出するものとする。 

なお、本業務の主任技術者は、業務全体の技術管理責任者として、航空写真撮影、数

値地形モデル（ＤＴＭ）作成、及びオルソ画像データの作成において精通した「測量士」

の有資格者とする。 

また、業務における品質及び行程管理を行う照査技術者は、「空間情報総括監理技術

者」の有資格者とする。 

（１）業務着手届 

（２）作業行程表 

（３）業務実施計画書 

   （４）その他甲の指示する書類 

  ２ 乙は、作業実施前及び作業期間中に甲との打合せを密に行うとともに、詳細な点につい

ては更に緊密な連絡を保ちながら作業するものとする。 

    また、乙は作業打合せの記録簿を２部作成し、甲１部、乙１部保管するものとする。 

 

（関係公署の手続） 

第７条 乙は、本業務の実施における関係公署への諸手続きを速やかに行うものとする。 

 

（秘密の保持） 

第８条 乙は、在職中はもとより退職後といえども、業務上知り得た事項を他に漏らしてはなら

ない。 

 

（事故報告） 

第９条 乙は、業務遂行中に生じた諸事故に対し一切の責任を負うものとする。 

    また、万一諸事故が発生した場合には、発生原因、経過及び被害内容等の状況を直ちに

甲に報告するものとする。 

 

（損害賠償） 

第 10 条 乙は、業務遂行中に甲及び第三者に与えた損害並びに第三者から受けた損害について



は、すべて乙の責任において処理解決するものとする。 

 

（業務実施計画及び完了検査） 

第 11 条 本業務を実施するに当たり、乙は、作業を履行期限内に遅滞なく終了させるために業

務実施計画を立案し、行程管理のための作業行程表を作成して、適切な行程管理を行わ

なければならない。 

乙は、本業務の行程毎に甲に報告の上、承認を得るものとし、また業務完了後甲の検

査を受けるものとする。 

なお、甲から仕様書の定めに適合しないものとして修正の指示があった場合は、速や

かに修正を行い再検査の合格を以って完了とする。 

  ２ 乙は、本業務を完了したときは、遅滞なく甲に対して完了届を提出するものとする。 

 

（品質管理） 

第 12 条 本業務を遂行するに当たり、乙は適正な品質管理を行い、主要作業行程の終了後には

精度管理表を作成して、その品質管理に努めなければならない。 

 

（成果品の帰属等） 

第 13 条 本業務の成果品及び著作権については、すべて甲に帰属するものとし、乙は甲の許可

なく他に公表、貸与、使用してはならない。 

 

（誤りの修正義務） 

第 14 条 成果品納入後、本仕様書の定めに適合しないものとして誤りが発見されたときは、乙

の責任において速やかに修正するものとし、これに要する経費はすべて乙の負担とする。 

 

（疑 義） 

第 15 条 本仕様書に記載なき事項及び疑義を生じた場合は、速やかに甲に申し出るものとし、

甲乙協議するものとする。 
 

（再委託） 

第 16 条 乙は、本業務においての業務の主たる部分を第三者に委任し、又は請け負わせてならな

い。主たる部分とは次の各号に揚げるものをいい、乙はこれを再委託することはできな

い。 

   （１）デジタル航空カメラによる撮影 

   （２）デジタルオルソ画像データ作成  

   （３）数値地形モデル（ＤＴＭ）作成 

 

（成果品納入先） 

第 17 条 本業務の成果品納入先は、横須賀市税務部資産税課とする。 

 

（履行期限） 



第 18 条 本業務の履行期限は、契約日より令和６年 3 月 31 日までとする。 

 

 

第 二 章   航空写真撮影 

 

（撮影地域） 

第 19 条 本業務の撮影範囲は、横須賀市全域とする。 

 

（作業概要） 

第 20 条 本作業の概要は、次のとおりとする。 

（１）デジタル航空カメラによる撮影      100.82ｋ㎡ 

（２）デジタルオルソ画像データ作成      100.82ｋ㎡ 

（３）数値地形モデル（ＤＴＭ）作成      1 式 

（４）航空写真データ等システムインストール  1 式 

（５）その他撮影による成果データ       1 式 

 

（撮影計画） 

第 21 条 撮影計画は、次に定める条件を考慮した計画を立案するものとする。 

（１）座標系は、世界測地系に基づく日本測地系 2011 平面直角座標系第Ⅸ系とする。 

（２）航空写真撮影は、デジタル航空カメラによる撮影とし、画像データの地上解像度は

12ｃｍを標準とする。 

  なお、航空カメラの保存データ容量は、非圧縮で１ＴＢ（テラバイト）以上のもの

（正・副）を使用するものとする。 

（３）撮影方向は本業務に適したコースとし、撮影コースは直線で同一コース内は等高度 

とする。 

（４）撮影コースは直線かつ等高度（標高により、撮影コース毎に高度は異なる）とし、 

オーバーラップ 60％以上、サイドラップ 40％以上を確保する。撮影コース数及び 

撮影エリアは甲乙協議を行い、その指示を受けるものとする。ただし、ラインセン

サで撮影した場合、オーバーラップする画像は直下視、前方視、後方視の各センサ

で取得された画像として、重複率は 100％とする。撮影においては、特に第３種高

度地区における京急横須賀中央駅付近及び京急汐入駅、京急逸見駅の高層建築物所

在地周辺について建築物の傾きを軽減させるように配慮する。 

なお、乙は、撮影計画時において上記範囲の建築物の傾きについて軽減できるよう 

に配慮した撮影計画を行い、傾斜角度等の想定数値を甲に報告し承認を得た撮影計 

画にて撮影を実施するものとする。 

（５）撮影機材は Microsoft Vexcel Imaging 社製 UCEagle もしくは以下を保持する機材

を使用することを原則とする。 

【機材性能】 

・公共測量への適用実績があるもの 

・ピクセルサイズ（縦×横）：17004 × 26460 pixcel 



・画素サイズ：4.0 μm 

・焦点距離：100.5 mm 

・シャッター間隔：1.5 秒 

・取得バンド：RGB、NIR 

なお、本業務にてデジタルオルソ画像および数値地形モデル（ＤＴＭ）を作成する

ため、上記の性能を満たさない場合は、（４）に示す特定のエリアについて以下の品

質より低下しないよう撮影計画を立案し、甲の承認を得ること。 

【撮影品質】 

・特定の高層建築物の倒れこみが無いトゥルーオルソ同様の品質 

（例えばオーバーラップ 80％以上サイドラップ 80％以上かつ主点・コース位置等

の考慮による綿密な計画立案） 

 

（撮 影） 

第 22 条 撮影は、次に定める条件を満たす仕様で行うものとする。 

（１）撮影は、令和６年１月１日の午前 10 時から午後２時までの間に行うことを原則と

する。 

ただし、天候条件等が不良で撮影不可能と判断された場合は、令和６年１月１日以

降の最初の晴天で断雲又はその影が写らないなどの天候良好で、大気の状態が安定し

ている時を選び撮影するものとし、撮影当日、乙から事前確認の連絡を受けた甲が、

乙と協議の上、最終的に判断するものとする。 

なお、１月中旬までには撮影を終えておくことを原則とする。 

（２）航空機には、GNSS/IMU（空中直接定位システム）など必要な撮影装備を搭載し、水

平飛行・所定の高度及びコースの維持が可能で、安定した飛行性能を有するものを使

用する。なお、機体の整備点検は充分行い、安全管理に努めることとする。 

（３）撮影は、垂直カラー撮影とし、地形等を考慮して実体空白部を生じないこととする。 

（４）デジタル航空カメラは、撮影時の前進ぶれの影響を補正する TDI(Time Delay 

Integration)、または同等の性能を有する航空機搭載型のものを使用する。 

（５）撮影作業等において故障又は事故が発生した場合は、予備の飛行機、カメラ等の必

要代替機材で対応し、委託業務に支障が生じることのないように努めることとする。 

 

（地上参照局、標定点設置） 

第 23 条 地上参照局は、航空写真撮影を実施するにあたり、航空機に搭載したＧＮＳＳと同期

して観測する地上観測点の設置を行うものとし、本業務撮影範囲から 30ｋｍ以内で最短

の１秒データが取得可能な国土地理院設置の電子基準点を使用するものとする。 

    また、同時調整計算の基準となる標定点については、ブロック４隅と中央付近の写真

で明確に判読が可能な地点への配置を標準とする。計測は現地にて GNSS 測量機またはト

ータルステーションを用いて、４級基準点測量以上の精度基準に準ずるものとする。 

 

（複合画像処理） 

第 24 条 複合画像処理は、複合型エリアセンサの性能を有するもので分割撮影されたパンクロ



マティック画像とＲＧＢカラー画像を１枚の合成画像にするために行うものとする。さ

らに画像に撮影期日、コース番号、写真番号等の情報の付加を行うものとする。ライン

センサで撮影した場合は、複合画像処理は行わないものとするが、ジャイロ数値を用い

た画像補正を行うものとする。 

   ２  カラー航空写真画像データは、非圧縮のＴＩＦＦ形式及びＪＰＥＧ形式として電子媒

体に格納するものとする。 

 

（検査及び再撮影） 

第 25 条 写真処理終了後、直ちに撮影結果の良否を判断するための検査を行い、再撮影が必要

か否かを判定し、再撮影の必要があると判断された場合には、天候条件等を考慮し、速

やかに当該コースの全てについて再撮影を行うものとする。その際の撮影費用は全て乙

の負担とする。 

 

（標定図及び撮影記録作成） 

第 26 条 撮影結果に基づき、１/50,000 地形図に撮影期日、撮影コース、撮影主点及び写真番

号を記入して標定図を作成するとともに撮影記録簿を作成するものとする。 

 

（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析処理） 

第 27 条 本作業は、航空機に搭載された空中直接定位システム（ＧＮＳＳ／ＩＭＵ）の観測デ

ータと、写真撮影時刻データ及び地上参照局で取得した観測データから３次元座標値の

算出を行い、デジタルオルソ画像及び数値図化等に必要な外部標定要素を求めるものと

する。 

 

（同時調整計算） 

第 28 条 本作業は、ＧＮＳＳ／ＩＭＵ解析処理により算出した外部標定要素、カラー航空写真

画像データ及び標定点を同時調整することにより、デジタルオルソ画像及び数値図化等

に必要な外部標定要素を求めるものとする。 

 

 

第 三 章   デジタルオルソ画像作成 

 

（要旨） 

第 29 条 本業務は、前作業で作成した中心投影画像データを、電子計算機を用いて正射投影画

像に変換し、下記の精度を有したデジタルオルソを作成する。 

   （１）地図情報レベル 1,000 

   （２）水平位置精度：1.0ｍ以内（標準偏差） 

   （３）地上解像度：12.5ｃｍ以内 

   （４）数値地形モデル 

      ・グリッド間隔：10ｍ以内 

・標高点精度：0.5ｍ以内（標準偏差） 



 

（デジタルオルソ画像作成） 

第 30 条 デジタルオルソ画像は数値写真及び同時調整済み外部標定要素を利用して作成するも

のとし、詳細は下記のとおりとする。 

   （１）地上解像度は 12.5ｃｍとする。 

（２）作成したデジタルオルソ画像は、各コース内及び各コース間で重ね合わせてモザイ

ク処理を行い、連続したデジタルオルソ画像を作成するものとする。 

（３）データファイル作成 

本作業は、前条までに作成されたデジタルオルソ画像を、以下の仕様に従って電子

記録媒体に記録するものとする。 

① データファイルは地番図図郭単位に分割を行い、同図郭割のファイル名を付けた

上で格納するものとする。 

② 位置情報を付加するためのインデックスファイルとして、位置情報ファイルを図

郭毎に作成するものとする。 

③ 画像ファイルはＴＩＦＦ形式、位置情報ファイルはワールドファイル仕様で格納

するものとする。また、既存の税務地図情報システム（ＰａｓＣＡＬＷｅｂ）、及

び甲の統合型ＧＩＳへのセットアップをシステム運用事業者が行えるように、間引

き加工を行った画像データも作成すること。 

④ 画像ファイルの納品は、税務地図情報システムでの正常な動作が確認された時点

で完了とする。システム運用事業者によるインストール作業期間を見込むとともに、

インストール作業においてデータ側に起因する不備や誤り等が発見された場合は、

速やかに乙が修正を行うものとする。なお、インストール作業は仮オルソ画像デー

タと本オルソ画像データの二度に分けて行われることを考慮すること。 

 

 

第 四 章   数値地形モデル（ＤＴＭ）作成 

 

（数値地形モデル（ＤＴＭ）作成） 

第 31 条 数値地形モデル（ＤＴＭ）作成は、次に定める条件を満たす仕様で行うものとする。 

（１）数値地形モデル（ＤＴＭ）作成は、本業務での撮影成果及び同時調整済み外部標定

要素等を利用し、自動標高抽出技術等を用いて甲全域の約 0.5ｍ解像度の数値表層モ

デル（ＤＳＭ）データの作成を行い、自動フィルタリング処理等を行った上で、解像

度１ｍ程度の数値地形モデル（ＤＴＭ）を作成するものとする。標高精度は 0.5ｍ以

内（標準偏差）とする。ラインセンサで撮影した場合は、トリプルマッチング処理に

よる自動標高抽出を行い、ＤＳＭデータの作成を行うものとする。 

（２）作成した数値地形モデル（ＤＴＭ）は、デジタルステレオ図化機等を用いたモデル

と比較し、著しく地表面と異なった部分については適宜修正を行うものとする。その

際、後者で計測された標高点と、前者から無作為に抽出した標高点を比較し、数値地

形モデル（ＤＴＭ）精度管理表を作成するものとする。 

（３）地表面標高データの形式については１ｍグリッドの画像データ・ワールドファイル



付（ＴＩＦＦ形式）とし、現行の税務地図情報システムにおける断面図作成機能上で

正常に作動するように、データ調整を行うものとする。 

（４）納品は前条の画像ファイルと同様に、税務地図情報システムでの正常な動作が確認

された時点で完了とする。システム運用事業者によるインストール作業期間を見込む

とともに、インストール作業においてデータ側に起因する不備や誤り等が発見された

場合は、速やかに乙が修正を行うものとする。 

 

 

第 五 章   成  果  品 

 

（成果品） 

第 32 条 本業務における成果品は、下記のとおりとする。 

   （１）航空写真撮影関係 

      ① 撮影画像データ（非圧縮の TIFF 形式及び JPEG 形式） 

（外付 HDD（正・副）に格納）     １式 

      ② GNSS/IMU 解析処理済み外部標定要素（txt 形式）        １式 

      ③ 撮影標定図                      １式 

      ④ 撮影記録及び撮影コース別精度管理表            １式 

      ⑤ 標定点測量成果（明細表及び精度管理表等）      １式 

   （２）デジタルオルソ画像作成（データ）関係 

      ① 精度検証結果報告書                １式 

     ② デジタルオルソ画像データ（非圧縮 TIFF 形式及び JPEG 形式） 

 （外付 HDD（正・副）に格納）            １式 

         ③ 位置情報ファイル（TFW 形式及び JGW 形式）           １式 

      ④ 税務地図情報システム用データファイル（インストール及び動作確認含） 

（外付 HDD と DVD（正・副）に格納）    １式 

      ⑤ 統合型 GIS 用画像データファイル（JPEG 形式（位置情報ファイル含）  

外付 HDD と DVD（正・副）に格納）              １式 

      ⑥ 公開用デジタルオルソ画像データ（1m 解像度 JPEG 形式（位置情報ファイル含）  

外付 HDD と DVD（正・副）に格納）              １式 

   （３）数値地形モデル（DTM）関係 

      ① 数値地形モデル（DTM）ファイル（1m グリッド）（TIFF 形式） １式 

      ② 数値地形モデル（DTM）精度管理表            １式 

   （４）メタデータ作成（数値写真）                 １式 

   （５）その他撮影による成果データ     １式 

   （６）打合せ協議記録（２部）      １式 

 

 

第 六 章   品 質 保 証 

 



（要 旨） 

第 33 条 品質保証とは、取得された航空写真画像について甲による後続作業であるデータの使

用を円滑に行うための品質を保証することをいう。 

 

（品質精度管理） 

第 34 条 デジタルオルソ画像データ作成後、成果の品質精度を確認するために、以下の項目に

おいて 精度管理を行うものとする。精度管理の結果、十分な品質を有していない場合

は乙の負担にて再作成を行うものとする。 

   （１）明瞭な地物を３箇所程度選定し、画像上でのＸ、Ｙ座標を取得する。なお、選定し

た地物間は、出来るだけ高低差があるものとする。 

   （２）取得したＸ、Ｙ座標値と都市計画基本図ＤＭデータとの同一地点の水平位置の較差

を測定し、精度管理表に整理する。 

   （３）位置精度の制限値は、水平位置精度 1.0ｍ以内（標準偏差）とする。 

  （４）画像画質（解像度、色調の統一、階調、暗影部、鮮明度、画像のむら汚れキズ、局

所の歪み）及び画像接合部等について、最終成果データの前段階で明度や彩度の調

整を協議し、甲の検証を受けるものとする。 

 
 
 

第 七 章   そ の 他 

 

（疑 義） 

第 35 条  本仕様書に記載なき事項及び疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、乙は甲の指示に

従い業務を遂行しなければならない。 

以  上 

 
 
 
 
 
 
 
 



別紙 撮影範囲図 

 



個人情報の取扱いに関する特記事項 
 

（個人情報を取り扱う際の基本的事項） 

第１条 受託者（以下「乙」という。）は、個人情報の保護の重要性を認識し、業務に関

して個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報

を適正に取り扱わなければならない。 

（適正な取得等） 

第２条 乙は、この契約による業務を処理するため個人情報を取得するときは、この契約

による業務の目的を正確に把握し、当該目的の達成に必要な範囲内で、適法かつ公正な

手段により取得しなければならない。 

（適正な管理） 

第３条 乙は、個人情報の漏えい、滅失、改ざん、き損及びその他の事故の防止その他の

個人情報の安全かつ適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。 

２ 乙は、個人情報の取扱いに関する責任体制を整備し、管理責任者を定めなければなら

ない。 

３ 乙は、個人情報の保管に当たっては、この契約による業務により取得した個人情報と

それ以外の個人情報を明確に区分し、管理しなければならない。 

４ 乙は、委託者（以下「甲」という。）の指示または承諾があるときを除き、個人情報

を乙の事業所内から持ち出してはならない。 

（管理責任者等の教育及び研修） 

第４条 乙は、個人情報の保護及び情報セキュリティに対する意識の向上を図るため、管

理責任者及び従事者に対し、個人情報の保護に関する法律（平成15年法律第57号。以下

「法」という。）第５章（行政機関等の義務等）の内容並びに本特記事項において従事

者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に関し必要な事項につい

て、教育及び研修を実施しなければならない。 

（個人情報に関する秘密の保持） 

第５条 乙は、個人情報の内容を第三者に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙は、この契約による業務の処理の従事者が個人情報を管理責任者の承諾を得ること

なく事務所以外の場所に持ち出し、又は不適切な取扱いにより第三者に漏らすことのな

いように、必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

（目的外利用等の禁止） 

第６条 乙は、甲の指示又は承諾があるときを除き、この契約による業務の目的以外の目

的に個人情報を利用し、又は第三者に提供してはならない。 

（複製等の禁止） 

第７条 乙は、あらかじめ甲の指示又は承諾があった場合を除き、業務を実施するために

甲から提供された個人情報を複製し、又は複写してはならない。 

（資料等の返還、引き渡し若しくは消去） 

第８条 乙は、この契約による事務を処理するために甲から貸与され、又は乙が収集し、

複製し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、この契約が終了し、又は解

除された後直ちに甲に返還し、又は引き渡し、若しくは消去しなければならない。ただ

し、甲が別に指示したときは、当該方法によるものとする。 



２ 乙は、前項の規定により電子記録媒体に記録された個人情報を消去する場合は、当該

個人情報が復元できないように確実に消去しなければならない。 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を消去した場合は、当該個人情報を消去した旨の報

告書を甲に提出しなければならない。 

（外部サービスの利用） 

第９条 乙は、外部サービス（クラウドサービス、ウェブ会議サービス、ソーシャルネッ

トワーキングサービス、ホスティングサービス等をいい、法令により設置されたもの又

は行政機関等により設置される公共的な基盤等を除く。以下同じ。）であって、当該外

部サービス提供者が提示する約款等に乙が同意することで利用可能となり、契約等によ

り乙から個別の措置を求めることができないもの（以下「約款等による外部サービス」

という。）を利用しようとするときは、あらかじめ次の各号に掲げる事項を記載した書

面を甲に提出しなければならない。 

（１）外部サービスの名称 

（２）外部サービスの提供者 

（３）外部サービスを用いて行う業務の内容 

（４）外部サービスで保管又は取り扱う個人情報 

（５）外部サービスの利用の期間 

（６）外部サービスの利用が必要な理由 

（７）外部サービスにおける安全管理措置の内容 

２ 乙は、当該約款等による外部サービスの利用に関し、甲から指示のある場合、甲の指

示に従い、必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

（再委託の禁止等） 

第10条 乙は、個人情報の処理を自ら行うものとし、第三者にその処理を委託（以下「再

委託」という。）してはならない。ただし、書面により甲の承諾を得た場合は、この限

りでない。 

２ 乙は、個人情報の処理を再委託する場合及び再委託の内容を変更する場合は、あらか

じめ次の各号に掲げる事項を記載した書面を甲に提出し、前項ただし書きの承諾を得な

ければならない。 

（１）再委託の相手方 

（２）再委託を行う業務の内容 

（３）再委託で取り扱う個人情報 

（４）再委託の期間 

（５）再委託が必要な理由 

（６）再委託の相手方における責任体制及び管理責任者 

（７）その他甲が必要と認める事項 

３ 乙は、前項の規定により個人情報を取り扱う事務を再委託の相手方（以下「再受託

者」という。）に取り扱わせる場合には、乙と再受託者との契約内容に関わらず、再受

託者の当該事務に関する行為について責任を負うものとする。 

４ 乙は、再委託契約において、再受託者に対する監督及び個人情報の安全管理の方法に

ついて具体的に指示しなければならない。 

５ 乙は、この契約による業務を再委託した場合は、その履行を監督するとともに、甲の



求めに応じて、再受託者の状況等を報告しなければならない。 

６ 乙は、再委託契約を行う場合には、この契約により第１条から前条までに規定する個

人情報の取扱いに関する義務を再受託者にも遵守させなければならない。 

（個人情報の取扱状況の報告等） 

第11条 甲は、個人情報を保護するために必要な限度において、乙（再受託者を含む。）

に対し、個人情報を取り扱う事務について管理状況の報告若しくは資料の提出を求め、

又は乙（再受託者を含む。）の事務所に立ち入ることができる。 

２ 乙（再受託者を含む。）は、甲から個人情報の取扱いに関して改善を指示されたとき

は、その指示に従わなければならない。 

（事故発生時等における報告） 

第12条 乙（再受託者を含む。）は、個人情報の漏えい、滅失、き損及び改ざん等の事故

（以下「漏えい事故」という。）が生じ、又は生ずるおそれがあることを知ったとき

は、速やかに甲に報告し、甲の指示に従わなければならない。この契約が終了し、又は

解除された後においても同様とする。 

２ 乙（再受託者を含む。）は、漏えい事故が生じた場合、当該事故の被害を最小限にす

るため、甲と協力して必要な措置を講じ、かつ、甲の指示に従わなければならない。 

（契約の解除） 

第13条 甲は、乙（再受託者を含む。）が本特記事項に定める事項に違反した場合若しく

は義務を怠った場合には、この契約による業務の全部又は一部を解除することができる

ものとする。 

（損害賠償） 

第14条 乙（再受託者を含む。）は、本特記事項に定める義務に違反し、又は怠ったこと

により甲が損害を被った場合には、甲の求めに応じその損害を賠償しなければならない。 

（補則） 

第15条 乙は、この契約における個人情報の取扱いについて疑義が生じたときは、甲と協

議し、その指示に従わなければならない。 


